
重点目標10　　　困難を有する子ども・若者やその家族を総合的に支援します

№ 部局名 課名 事　業　名
重点枠
事業

新規
継続

R４予算額
（千円）

R５予算額
（千円）

令和４年度の取組状況 令和５年度の主な事業内容
施策の
方向性等

1 環境生活部
青少年・男女
共同参画課

子ども・若者育成支援推進事業 10 継続 37 194 

　「青森県子ども・若者支援地域協議会」を書面開
催し、第３次青森県子ども・若者育成支援推進計画
の骨子案等について検討を行った。

　「青森県子ども・若者支援地域協議会」を開催
し、子ども・若者の育成支援を進める上での連携上
の課題や効果的な連携方策について検討する。

1①②

2 環境生活部
青少年・男女
共同参画課

子ども・若者を地域で支える体
制強化事業

【重点目標13に再掲】

10 13 継続 2,701 3,368 

　社会生活を営む上での困難を有する子ども・若者
を地域で支える体制を強化するため、県内３地域
（津軽、県南、下北）で市町村や公的相談機関、民
間支援団体等の関係機関等が参画するネットワーク
会議を開催した（各４回）。
　また、当事者等と支援体制がつながる機会をつく
るため、県内３地域で合同相談会を開催するととも
に、地域の相談支援体制をSNS広告を活用して広報し
た。

　引き続き、県内３地域（津軽、県南、下北）での
ネットワーク会議の運営を民間団体に業務委託し、
開催する。
　また、当事者等と支援体制がつながる機会をつく
るため、県内３地域で合同相談会を開催するととも
に、地域の相談支援体制をSNS広告を活用して広報す
る。

1①②、2①

3 環境生活部
青少年・男女
共同参画課

若者のサード・プレイスづくり
事業

【重点目標13に再掲】

10 13
重点枠
事業

継続 6,266 5,989 

　困難や生きづらさを抱える若者が社会的な孤独や
孤立に至らないよう、若者が参加し、存在が認めら
れ、安心して発言できる場（サード・プレイス）を
インターネット上に作っていくために、有識者によ
る検討会、ワークショップを各５回開催するととも
に、ユーチューブを用いて５回配信した。また、そ
れを支援するための人財育成として、関係機関の協
力のもと、取組を紹介した。

　引き続き、困難や生きづらさを抱える若者が社会
的な孤独や孤立に至らないよう、若者が参加し、存
在が認められ、安心して発言できる場（サード・プ
レイス）づくりを進めるため、有識者による検討会
及びワークショップを開催するとともに、インター
ネット上の居場所を配信する。また、それを支援す
るためのノウハウの蓄積、人財育成に取り組む。

1①、2①

4 健康福祉部
こどもみらい
課

ヤングケアラー支援体制構築事
業

10
重点枠
事業

継続 9,825 14,534

　庁内検討会によりヤングケアラーの課題の検討及
び情報共有を図ったほか、市町村、福祉、介護、医
療、教育等の関係機関を対象とした研修会の開催や
広報媒体の送付等によりヤングケアラーの理解の促
進を図った。また、本県における現状把握、課題の
抽出、支援の方向性を整理するため、ヤングケア
ラー実態調査を実施した。

　令和４年度において実施した実態調査の結果をも
とに、福祉、介護、医療、教育等、関係機関が連携
し、早期発見と適切な支援体制の構築に向けた対策
を行う。

1①

5 健康福祉部 障害福祉課

医療的ケア児支援地域展開促進
事業

【重点目標５に再掲】

5 10
重点枠
事業

継続 15,986 15,771

　医療的ケア児とその家族が安心して在宅で生活で
きるよう、多職種連携を円滑にする圏域アドバイ
ザーの設置や在宅支援を行う看護師の確保・育成を
行うとともに、医療型短期入所事業所の開設を促進
するための事業を実施した。

　医療的ケア児とその家族が安心して在宅で生活で
きるよう、多職種連携を円滑にする圏域アドバイ
ザーの設置や在宅支援を行う看護師の確保・育成を
行うとともに、医療型短期入所事業所の開設を促進
する等地域における在宅支援体制を促進する。

1①②
2①

6 健康福祉部 障害福祉課

青森県小児在宅支援センター運
営事業

【重点目標５に再掲】

5 10 継続 47,818 40,800

　医療的ケア児等とその家族が、県内どこに住んで
いても安心して生活でき、充実した医療・福祉・保
育・教育等を受けられる環境を整備するため、小児
在宅支援の拠点として県小児在宅支援センターを設
置し、医療的ケア児及びその家族の相談支援、関係
機関等への助言、人材育成に係る研修や医療的ケア
児実態調査等を実施した。

　医療的ケア児等とその家族が、県内どこに住んで
いても安心して生活でき、充実した医療・福祉・保
育・教育等を受けられる環境を整備するため、小児
在宅支援の拠点として、医療的ケア児及びその家族
の相談支援、関係機関等への助言、人材育成及び調
査分析等を行い、県内の医療的ケア児支援体制の充
実・発展を目指す。

1①②
2①

7 教育庁 生涯学習課
若者の社会参加促進事業

【重点目標４、６に再掲】
4 6 10 継続 1,018 1,018 

　高等学校に在籍している不登校生徒やひきこも
り・ニート等の課題を抱える状況にあり、社会との
つながりへのきっかけを求めている若者の自立支援
に向け、「自然体験・交流塾」を実施した。
　青少年教育施設（種差少年自然の家・梵珠少年自
然の家）を拠点に、野外炊事・創作活動等、若者と
ボランティア、若者同士の関わりやつながりを形成
する事業を行った。（参加者数延べ43名）

　引き続き、社会とのつながりへのきっかけを求め
ている若者の自立支援に向け、「自然体験・交流
塾」を種差少年自然の家及び梵珠少年自然の家等に
てそれぞれ３回ずつ実施する。
　青少年教育施設を拠点に、子ども・若者支援団体
で形成されているネットワークを活用しながら、若
者同士の関わりやつながりを形成する事業を行う。

1①

重点目標項目

令和５年度「第３次青森県子ども・若者育成支援推進計画」関連事業一覧

　【基本目標Ⅱ】　困難を有する子ども・若者やその家族へのきめ細かな支援


